
かわまちづくり計画に係る社会実験実施業務委託に係る質問に対する回答
No 質問 回答

1

カヤック体験の運営事業者のミズベリング花見川と連携して体験企画
するとありますが、受注者がイベントと同時開催という形でカヤック体験
できるように運営サポートにあたり、体験企画を実施するということにな
りますでしょうか。
それともカヤック体験業務をミズベリング花見川に業務委託して実施す
る形でしょうか？

受付業務における個人情報の取扱いなどを遵守したうえで、イベントの中
で一体的にカヤック体験も楽しめるような企画となっていれば、実施形式
は問いません。

2

原状回復に関してですが川や高水敷でのアクティビティの結果、回収不
能と思われる花見川に浮遊・沈殿してしまうゴミ（経年経過とともに自然
分解するもの）が発生してしまうものは今回実施してはいけない等はご
ざいますでしょうか？
※以前実施された花見川に流した灯篭や、何かしらの燃えカス等を想
定。

最終的な実施可否については河川管理者である千葉県との協議によりま
すが、短期間（数日～数週間）で自然分解されることを前提として広く利用
されている製品の利用は可能と考えており、長期間分解されないものは
河川の環境保全等の観点から利用できないものと考えています。


